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文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課

業務用・施設用蛍光灯等のＰＣＢ使用安定器の再確認等について

学校等におけるＰＣＢ使用安定器の交換や取り外された安定器等のＰＣＢ廃棄物の保

管については、かねてから別紙のとおり「業務用・施設用蛍光灯等のＰＣＢ使用安定器

の事故に関する対策について（依頼）」（平成12年11月30日付け文施指第92号）の通知に

より、依頼しているところです。

ＰＣＢ使用安定器については、原則として平成13年度末までに交換を終える等の対策

を講じるようお願いしていたところですが、誠に遺憾ながら、本年10月に島根県内の小

学校において、未だ交換されていなかった蛍光灯のＰＣＢ使用安定器から液漏れする事

故が発生しました。

つきましては、各学校等の設置者において、ＰＣＢ使用安定器の使用状況を再確認し、

その使用が明らかになった場合には、速やかに交換する等の対策を講じるとともに、保

管しているＰＣＢ廃棄物についても、厳重な保管が徹底されるようお願いします。

なお、現在も学校等の文教施設に保管されているＰＣＢ使用安定器（廃棄物）につい

ては、環境省が定めた「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画※１」に示されている

とおり、計画処理完了期限までに中間貯蔵・環境安全事業株式会社に対し処分委託を行

う必要がありますので、御承知おき願います。

このことについて、遺漏なきよう取り計らうとともに、都道府県教育委員会施設主管

課におかれては域内の市区町村教育委員会施設主管課に対し、また、都道府県私立学校

担当課におかれては所轄の私立学校（専修学校、各種学校を含む）に対して、それぞれ

周知を図られるようお願いします。

※１ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」（平成１３年法律第６５号）

第６条に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画をいう。



（参考）

PCB廃棄物処理施設に関する情報

・環境省ホームページ http://pcb-soukishori.env.go.jp/facility/

（本件連絡先）
大臣官房文教施設企画部施設企画課
指導第二係 扇谷、福島
電話：03-5253-4111（内線2292）
E-mail：shisetulead-2@mext.go.jp



この文書は上記宛先のほか、各都道府県知事、各国立大学長、各私立大学長等
にも送付しています。
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